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 【 】 

  

1 
子ども達、主 のお で しく、 シュする時 がなく、子どもを月に 1 でも安

して預けられる場所があれ 、もう 1 子どもを っても れると ます。 

2 育児用 の での し し、援助。 

3 
乳児健診時などに、同じ月齢、 い月齢の子どもを持つ保護者と会 で るような場所 (機

会）。 

4 同じ年齢の子達が まり、 達 りや が る ン や場所 りがあれ 助かる。 

5 
子育てもする が病気、 等で子どもの がで ないと 、家に て子どもの 、 、

家事（ 支 ）をしてくれる を して しい。 

6 
や から た は 等が ないのでお母さ 同 が で る場を設けてあ た

り、保育所に ると支援 ン ーを 用で ないので、そういう機会が ないように います。 

7 医 の期 の改 。保育園 時期を やして しい。 

8 気 に同 の子を持つ保護者が子ども達を一 に ることがで る場や機会の 実。 

9 
子どもを育てるう で同じ の子どもを持つ 同 で をしたりするのが一 強いので、

保護者同 、子ども同 れ合 る場をもっと ってもら たらいいなと います。 

10 

っとした や 問等を相 で る たいなとこ ( ン等）があれ いいと う。 

また、病気等で受診した がいいのかどうか してくるとこ （ でこういう状 であるけど、

受診する かどうかの ）。 

11 通 の多い場所は、（安全のため）付 いで と一 に 校する。 

12 

つる の「あ りーる」のような気 に 用で る 場所が しい。 ミ の一時預かりなど

は 用しづらい(ど な 害にあうか からず）。年 年始や も保育所や児童 を けて

しい。現 の 用 に合っていない。お など がなく りで を感じる。 1

や月 1でもいいので地域の に 1時 や 2時 など てもら る があれ 助かります。子

ども も しいです。 

13 

子育てをしている が気 にいつでも まれる場所があると助かると います。そこに安全に

られるとこ 、保護者は しでも って をしたりお をの り る場所があるとい

いと いました。 ではなく 持 の しになるように 200 300 程 めてくれてもいい

ので さな子どもを ている保護者にとっては家 の場所で気 を て たい時もあると

います。 

14 を全て強 （おた くか 、 、 ン ル ン 等）にして しい。 

15 

母親 けで家に閉じこもって子育てをしているとス スを感じたり社会からの を感じて し

くなってしまうので か子育てを支援する教室や ン があったり、 的に関わって てくれ

る がいれ いなと います。 

16 

した時に相 する はあると うのですが、そうなる の気 に相 で る場があると良

いと います。乳幼児健診で 員の から ス 通りの事を く けでなく、幼 園に るま

で他の家庭や子どもについて し合う機会が いので。 ルー ー 等があると良い。 

17 子どもが病気の時に預けられる病児保育があれ 良いと常に ています。 

18 児童 の預かり時 が 19時まで と助かる。また、 ミ の助 があれ 助かる。 

19 
学校の 校後も 事から するまでの保育期 児童 は 4 年生までなので 業まで

は と 。 

20 
な の を にで るような場( ー ル等）。 自 、子どもと家 けではなく ー ル

に して や 生などに気 に しで たことが自 の が くなって良かったから。 
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 意  

21 

保育園などでも などして しい。子供の などで 生 に会うが 関では しづらいこ

ともある。幼 園でも 学校、中学校でも はあるのに、と感じてしまう。 に乳児、幼児の

ことで も多い。 、発達のことなど早期に を し、子ども達のための ー

があれ と う。 

22 子どもが病気の時など が りやすい 場 。 

23 習い事（ ンス、体 ） びながら学 る や が ったと の室 で る施設。 

24 子どもが る施設や を て しい。病児保育を 単に 用で るようにして しい。 
 

 【 】 

 意  

1 病気の時にどうしても 事が めない時に てもら ると助かります。 

2 

は 的な ー が しいです。義務教育が わるまでは医 。基 では

りに対しての 助。 学、 園の時の用 を いそ る時の 助。それがあれ に

うれしいです。 

3 
教育の り の強 。学習に関して行政や学校が定期的に相 で る場を って しい。

子育て中に や をしなけれ ならず訪問などの ー スがあれ 助かります。 

4 

学年になると 期に り、 親がいる家庭はま いいのですが、母一 子一 になると

に相 する もいないし、一 で でしまい学校の 生に相 するようになります。気

に相 で る場所があれ 良いと います。 

5 

ー ス業の は 事と子育てを さ るためには ミ ー・ ー ・ ン ーなどの

用がないと 事が ま 。 的な も多いです。 でも ミ の を が

するとか か支援が しいです。 かも保育所も スを導 して しいです。 しで

もお母さ が やすい になるよう しい り があると良いなと います。 

6 校時、 など な場所に り 導してくれる が ると安 。 

7 
後を 用した学習の ー 、 教師の など して さる を って指導して け

るとありがたい。 

8 

支援を要する子どもについて、 校 業までは一 した ー が必要。 の 定時や

校を 業する時、保護者や子どもの様子が かっていないと支援することは であると

う。保護者と同じペースでその子の を り、ア スをしていく事が 要。 め やか

な支援の にはど ど 保健師やス ール ン ーを やす と う。 

9 
児童 で 年生まで てもら るようにして しいです。 年生からは児童 がないの

で家に もいないので不安です。 

10 保護者同 の や親 の場があり、気 に で る があると良い。 

11 の 、学校で 用する の 。 

12 病児保育がもう し くにあれ しいです。 

13 
期 中に学校や 場、 等で子どもが しく で る し があれ 良いと い

ます。また 、 校時 に子どもの りをして さる が れ ありがたいと います。 

14 
は 通安全指導員の が や 通の 導をしてくれて助かっていますが 校時も

り たいな がいてくれたら安全、安 と います。 

15 

親 な対応、相 しやすい体 づくりをして しい。行政に相 するには が い感じが

するので保健師などが学校行事にも して から関 を して しい。 からでは

なく行政 から ー をするようにして しい。 

16 ン ル ン ンなど の の助 。 
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 い 育・保育  
 

次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長することができるよう、保護者の就労
状況や家庭環境にかかわらず、全ての子どもが多様で質の高い教育・保育を受けられる環境を提
供します。 
また、低年齢児から就学前の子どもの保育ニーズに応え、子ども一人一人の特性や発達などに

対応し、幼児期の教育から小学校教育への連携・接続を目指します。 
さらに、地域住民との連携を図り、家庭や地域の教育力を総合的に高めて社会全体の教育

力の更なる向上に努めます。 
 

 育  
 

子どもや子育て家庭が安心して暮らしていけるよう、安全・安心の体制を強化するとともに、ひと
り親家庭、障がい児、児童虐待の早期発見や的確な対応など、支援を必要としている家庭等へ
の情報提供や相談体制の強化を図ります。 
令和元年 10 月から実施している幼児教育・保育の無償化制度の周知徹底を図り、子育て

家庭の負担軽減を図るとともに、子どもを産み育てやすい環境づくりを目指します。 
さらに、経済的状況により、子どもの学習環境が十分ではないこと、進学などの選択範囲が狭

められている貧困家庭に対しては、就学援助等の支援を行うほか、子どもの貧困の背景には様々
な社会的な要因があることの理解を深め、適切な支援につなぐ環境づくりを推進します。 

 

 ども・ 育  
 

子どもの幸せを第一に考えて、全ての子育てをしている人が安心して子育てができるよう、企業、
関係機関や地域住民等と密接な連携のもとに協働し、子どもの健全な成長を地域全体で見守
る、様々な子育てを支援する地域づくりを推進します。 
また、妊娠・出産期から学童期、18 歳までの子どもの健全な発達支援のため、地域子育て支

援事業を活用し、子どもの成長段階に応じた学びの支援や、情報の提供・相談体制の充実、地
域における子育てネットワークの形成の促進など、子育て家庭が社会から孤立することのないよう、
支援の充実に取り組みます。 

子どもや子育て家庭が安心して暮らしていけるよう、安全・安心の体制を強化するとともに、ひと
り親家庭、障がい児、児童虐待の早期発見や的確な対応など、支援を必要としている家庭等へ
の情報提供や相談体制の強化を図ります。
令和元年 10 月から実施している幼児教育・保育の無償化制度の周知徹底を図り、子育て

家庭の負担軽減を図るとともに、子どもを産み育てやすい環境づくりを目指します。
さらに、経済的状況により、子どもの学習環境が十分ではないこと、進学などの選択範囲が狭

められている貧困家庭に対しては、就学援助等の支援を行うほか、子どもの貧困の背景には様々
な社会的な要因があることの理解を深め、適切な支援につなぐ環境づくりを推進します。

次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長することができるよう、保護者の就労
状況や家庭環境にかかわらず、全ての子どもが多様で質の高い教育・保育を受けられる環境を提
供します。
また、低年齢児から就学前の子どもの保育ニーズに応え、子ども一人一人の特性や発達などに

対応し、幼児期の教育から小学校教育への連携・接続を目指します。
さらに、地域住民との連携を図り、家庭や地域の教育力を総合的に高めて社会全体の教育

力の更なる向上に努めます。

子どもの幸せを第一に考えて、全ての子育てをしている人が安心して子育てができるよう、企業、
関係機関や地域住民等と密接な連携のもとに協働し、子どもの健全な成長を地域全体で見守
る、様々な子育てを支援する地域づくりを推進します。
また、妊娠・出産期から学童期、18 歳までの子どもの健全な発達支援のため、地域子育て支

援事業を活用し、子どもの成長段階に応じた学びの支援や、情報の提供・相談体制の充実、地
域における子育てネットワークの形成の促進など、子育て家庭が社会から孤立することのないよう、
支援の充実に取り組みます。
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 施  
 

 どもが も 育  
 

育 ・  
 

 

 

 

 

 

 

 

内  

  内   

1 ス ー 年 助  

学生のス ー 活動（ 、 ー ール、

ー、 ール、 、 ）にかかる の

助を行います。 

現 、児童 の により、活動が な単位

が て ており、 員 の 保が 題となっているた

め、 体の 活動も して り ます。 

生 学習  
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  内   

2 児童・生 助 

ス ー ・ 活動（ ・ ・

・ ー・ ・ ール・ ニス・ スケ

ール・ ・ ス ン ）の 会に するため

の 助 を助 し、 の 習の を すととも

に、他校生との を る場を提供します。 

現 、 会等 の 用等について 助

を行い、 習 の発 や他校生との 機会の

の一助となっており、 後も必要に応じて 助を

行います。 

学校教育  

3 
学校 整 事

業 

「2018 年 の学校における の整

」にて された を にし、 的に 学

校の を整 します。また、児童生

コン ュー の実現に け、 的に整 を行いま

す。 

学校教育  

4 年 事業 

・中学校の児童・生 の実 的コミュ

ニケーション能 の育 や 教育の を

るため、（一 ）自治体 会を通して、 を

する他、 単 事業として を 用していま

す。中学校では、生 た によるコミュニケーション

の しさを体 し 感 を につけるとともに、

学校では児童の に対する ・関 の を

ります。 

現 、JET による 者の 置校と 単

用ALTの 置校が 定されているため、ALTの

置校を れ る等の対応を行います。 

学校教育  

5 認定こども園整  

保護者の就労の にかかわらず 用可能で

あり、 活動・ 年齢 に な子ども を保

、健やかな育 を支援することなどを目的とした認

定こども園

 

福祉  

学校教育  
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児 育・保育  
 

 

 

 
 

 

 

 
内  

  内   

6 保育所通常保育 

保護者のいずれもが 事等により家庭で保育で な

いと認められる場合に保育所において就学 児童の保

育を行います。 

低年齢児の預かりの 合が していることから、で

る り 機児童とさ ないように してい ます。 

福祉  

7 幼 園教育 

幼 園教育要 が目指す、幼児の自発的な活動を

生 すために必要な を整 、一 一 の ・

能 を育 とともに、家庭との緊 な連携の 、 学校

の教育や生 にわたる学習とのつながりを 通し

た指導を行います。 

学校教育  

8 等保育 

の に い、 から した幼児や、

幼児、 親が の幼児、また たな

受 れ に う乳幼児の など、 後 が

まれることから、 な教育・保育等の 用がで るよ

うに してい ます。 

福祉  

学校教育  

9 
 

 
 

学校教育  
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家庭 育  
 

 

11.6

24.3  

 

 

 

 

内  

  内   

10 
コミュニ ・ス ール
事業 

コミュニ ・ス ール（学校 会 ）の
実・発 に め地域 を活用した校務支援・ 業支
援により、一 の教員の 、地域の意 を
した学校 を行います。 

学校教育  

11 校 
の 学生を対象として、 に で

し、様 な学習をするという 意義な過 し を提
しています。 

生 学習  

12 後子供教室 

学校の保護者・ 地 の の ン アに
よる安全 員が、 後の 教室を 用して、子
どもた が安 して安全に過 すことので る を
提供します。 
現 、 学校、 学校で、地域の ン
アの が 師となり、児童に びや 、学習支
援等を実施しています。また、 ン アの ・
や学校と教室 用等の を行い、学校や地域

体と連携を りながら、子どもた の安 ・安全な 場
所づくりに めます。 

生 学習  

13 
ミ ー・ ー ・

ン ー 

ミ ー・ ー ・ ン ーは、「援助を受けたい
」と「援助を行いたい 」がお互いに助け合う会員
で、子育て中の家 が安 して、子育てと 事の
がで るような相互援助活動を行うものです。 

よし ミ ー・ ー ・ ン ーでは、子育
て の を める 習会を年 8 、子育て家庭と
の を める 会を年 3 しています。 

福祉  
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 がい なが 育  
 

健康 保 
 

 

45.0  

 

 

 

 

 

内  

  内   

14 妊婦健康診査 

妊婦及び 児の健康 のため、妊婦を対象に

の医 機関に し、健康診査を実施していま

す（妊 時に 14 の健康診査受診 を 付）。 

妊 を早期に すとともに、妊婦健診を適 な

時期に受診することにより、妊産婦 、 産期

の低 を ります。また 受診についても

付にて対応し、安 安全な妊 ・ 産を目指し

ます。また、妊 中の健康 の必要性を るた

めに、 後も妊 時の 、医 機関との連

携、妊 中必要な には訪問する等の対応や、子

が 診の受診等も め、妊 からの健康

を ります。 

健康づくり  
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  内   

15 乳幼児健康診査 

乳幼児の健全な発育、発達を するとともに、

育児不安を る保護者の支援を目的に、乳幼児

健康診査を実施します。 

医 機関 健診は までに 用可能です

（ 医 機関、 にて実施）。 健診とし

ては、 性 関 診、乳児健診、 か

月児健診、 児 健診、 児健診を実施して

おり、 の 医 機関において、 健診も実

施可能です。 

健診の受診 を さ 、子どもた が健やか

に育つ支援をするとともに、健診で育児不安を持つ

保護者の応援をしてい ます。 

また、対象者にわかりやすく したり、育児につ

いての な保健指導を通して、保健 指 が改

されるように支援し、 受診者については、 の

ス 要 の一つと られるため、 や 等で

受診 するとともに、発生を するために家庭

訪問等で状況の に めます。 

健康づくり  

16 
健診による 常の早期

発  

健診により 常の早期発 ・治 の を るとと

もに、保護者 の支援を行います。 健診の受診

を さ 、子どもた が健やかに育つ支援をすると

ともに、健診で育児不安を持つ保護者の応援をして

い ます。また、 を発行しても受診につながら

ないケースがあるため保護者 必要性を るととも

に、受診 の に めます 

健康づくり  

17 
母子健康 付事

業 

妊産婦、乳幼児の健康 を るため、妊

時に母子健康 を 付しています。 時には

保健師と を行い、妊 期から相 に応じ

る体 を整 ています。 

健康づくり  

18 
生児訪問事業 こ

に は 事業 

早期の家庭訪問により育児支援、 の に

めます。 りしている妊産婦・ 生児に対しては、

による早期の支援を行い、 り後に られた

ら、早期に訪問を実施するようにします。 

産後の育児不安に対応し、福祉 ・保育所・医

機関等との連携を め、安 安全に子育てがで

る支援と健康 に めます。 

健康づくり  

19  

病に対する 保を り、 病の

と感 を します。 

生児訪問時には の 類や受け 、ス

ケ ュール等の や乳幼児健診時にも問診 や

母子 から を 認し必要時 の

け等を行います。 

健康づくり  
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妊 ・ ない  
 

 

45.2

 

 

 

 

 

 
内  

  内   

20 
母子健康 付事

業  

妊産婦、乳幼児の健康 を るため、妊

時に母子健康 を 付しています。 時には

保健師と を行い、妊 期から相 に応じ

る体 を整 ています。 

健康づくり  

21 
乳幼児事 発

事業 

乳幼児健診、育児相 の場において ン

の により、乳幼児の の助 や、事

の 発を行うとともに、訪問時に家庭 を

認し、家庭 の の助 を行います。 

また、 診時にはアンケー を問診 とともに

診 時に し、その中で り めていない

については、 認して助 を行います。 

健康づくり  

22 
子育て 支援

ン ー 

妊 期から子育て期にわたり、妊 の 等の機

会に た をもとに、妊 産子育てに関する相

に応じ、必要な 提供、助 、保健指導を行い

ます。保健師等専 の 実を り、妊 期からの

れ目のない支援をめ します。 

福祉  

健康づくり  
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ども 全 保  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  

  内   

23 
児 急医 支援事

業 

児医 急として、 病院（ に ）、
病院（ に ）の 急体 を実施してい

ます。現 の 急医 体 や 8000 の 相 事
業の に めるとともに、子どもの医 のかかり
等の助 も してい ます。 
また、訪問や健診時の けでなく、 広 、

ー ペー 、ケー ル の ー 等にも
し、 広く してい ます。 

健康づくり  

24 
コミュニ ・ス ール事
業  

コミュニ ・ス ール（学校 会 ）の
実・発 に め地域 を活用した校務支援・ 業
支援により、一 の教員の 、地域の意 を

した学校 を行います。 

学校教育  

25 
「 う 年 行 」
よし 会 

子どもた の健全育 を目指して る の活
動を するため、 年育 よし 会
会の後に 会を しています。 

して実施に けて、関 体との連携を り
ながら、 る で子どもた の健全育 を目
指します。 

生 学習  

26 
年育 よし

会 助  

・学校・地域と連携しあいながら
年の 行 やいじめ、児童 などの 発
活動を実施している 年育 よし 会 に
対する 助を行います。 

年が 害者にも 害者にもならないような社
会づくりに めます。 

助 は 業中の ール活動や
発 ンペーン等の 年育 活動の 実に

活用し、 導員会・学校・ との 及び連
携強 を 的に します。 

生 学習  
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育 家庭 ・  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  

  内   

27 
育児相 ・発達相 ・
発達 査 

妊 産育児に関して、 相 もしくは健康づく
り での 時相 を受け付けており、必要時には家庭
訪問や、 、医師などによる発達相 ・育児
相 ・発達 査の 用を めたり、 相 機関・医
機関・保育所・子育て支援 ン ー の などを

通じ、子育ての支援を行います。 
後も、妊 中から り る支援を めます。 

健康づくり  

28 
よし こうのとり

応援事業 (不妊治
助 事業) 

よし こうのとり応援事業として不妊治 のう
体 受 及び を受けた 婦に対して、
的 の を るため、治 に要する 用の一
を の助 後の りについて年 20 を に助
します。 
現 、年 10 の より があり、 性不

妊についても 助を行います。 

健康づくり  

29 
ミ ー・ ー ・

ン ー  

ミ ー・ ー ・ ン ーは、「援助を受けたい
」と「援助を行いたい 」がお互いに助け合う会員
で、子育て中の家 が安 して、子育てと 事の
がで るような相互援助活動を行うものです。 

よし ミ ー・ ー ・ ン ーでは、子育
て の を める 習会を年 8 、子育て家庭と
の を める 会を年 3 しています。 

福祉  
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 ども  
 

家庭  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  

  内   

30 児童  

母の 等で は母のいない児童や 親の

いない児童など 母と生 をともにしていない児童を

護・ 育している に支 します。受 者に

は、年 （ 月の 11 ） が支 されます。

の支 については、 護・ 育している児童

及び所 により、全 支 と一 支 があります。

にて、 規認定・ ・ ・ 等の

を受け付け、 合 達し、 査

の 、認定者には 等の 付を行っています。 

後も 、 と連携を りなが

ら、受 者が適 な支援を受けられるよう めます。 

福祉  

31 
とり親家庭等医

助  

18 に達する 後の の 月 31 までの

にある児童がいる であって、児童 を受

で る所 である とり親家庭の を対象に、

保 診 の自 の一 を助 します。 院

については全 助 （ 事 を く）、通院は児

童の が対象で、 と 1,000 の自

が必要となります。 

福祉  

32 等保育 

の に い、 から した幼児や、

幼児、 親が の幼児、また たな

受 れ に う乳幼児の など、 後

が まれることから、 な教育・保育等の 用

がで るように してい ます。 

福祉  
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障がい ども  
 

 

 

 

 

 

 

 

内  

  内   

33 
健診による 常の早期

発  

健診により 常の早期発 ・治 の を るとと

もに、保護者 の支援を行います。健診時から

査や治 、医 機関や施設等の 、育児発達

相 ・発達 査を しています。 

健診の受診 を さ 、子どもた が健やか

に育つ支援をするとともに、健診で育児不安を持つ

保護者の応援をしてい ます。 

健康づくり  

34 発達支援事業 

児健診の事後指導としての発達相 発達 査

の実施の でなく、育児に不安のある保護者や、子

どもの育 が気になる場合など、早期に育児相 発

達相 発達 査を実施し、子どもにあった子育てが

で るよう支援します。 

後、保護者の同意のもと、 保育所、幼 園、

学校との や連携を強 し、関 機関や保

護者と して子育てを支援してい ます。 

健康づくり  

35 
支援教育支援員

置事業 

年、 支援を要する児童生 が してお

り、 ン ルーシ 教育の 実が められています。

このため、 学校の実 を ま て 支援教育支

援員の 置を行い、支援員の 的な をとおし

て支援員の の に めます。 

学校教育  
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  内   

36 
障害児 常生活用

付事業 

の障がい児の 常生活がより に行われる

ための用 の 付を行います。 

対象となる障がい児が ないため、現 の実 は

ないですが、 後も事業を していくことで

の障がい児の生活 を ります。 

福祉  

37 児童  

20 で、 や 体に常に 護を必要とす

る程 の障がいのある子を家庭で保護、 してい

る 母 は 育している に対し、 が支 され

ます。受 者には、年 （ 月・ 月・11月の 11

） が より支 されます。 

は、障害等 の （ ）と （中 ）に規

定されており、それ れ対象児童の障がいの等 と

児童 に応じて支 されます。 

福祉  

38 障害児福祉  

の 障がい児で、 常生活活動が しく

され、 護を要する状 にある 20 の者に対

し支 されます。受 者には、年 （ 月、

月、 月、 月） が より支 されます。

は 義務者等の所 が一定 あると支 さ

れま 。 

障害程 は 体障害者 及び の一

は. 育 Aの一 です。 

福祉  

39 支援連携 会 

な支援を必要とする必要する幼児、児童及び

生 に対する支援を行うために必要な、乳幼児期か

ら に るまでの一 した支援体 の整 を

ります。医 、保健、福祉、教育、労 の関 する

行政 ・機関及び関 者による 型の

ー を し、多 ・多 による 合的な

と、多様な支援を一体的かつ 的に行い、障がい

のある子どもやその保護者に適 な相 ・支援を行う

ことに めます。 

学校教育  

40 
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児  
 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

内  

  内   

41 

要保護及び 要保護

児童生 就学援助事

業 

児童生 の保護者が生活保護の受 者、 は要

保護者に ずる程 に していると認められる者

に対して、保護者の 的 を するため必要

な を一 します。 

後 状況の動 によっては、認定者が

することが されることから、認定基 （ 月）に

ついて 事 の調査や の動 も注 し

ながら、 して実施し、義務教育の な実施と

的 の を ります。 

学校教育  

42 
生 員・児童 員

会活動事業 

生 員・児童 員は 齢者等要援護者や地域

の福祉 のため、行政との や の

よ 相 となるとともに、地域に な活動を

しているため、児童 の ・早期発 にも 要

な を っています。 

では 地の 設等で 同 の関わりが

希 になって ており、 生 員・児童 員も地域の

実 の が になって ていることから、広 等

で 生 員・児童 員の を広く し、 後も

に地域と関わり、地域の実 に めます。 

福祉  
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  内   

43 育支援訪問事業 

育支援が に必要な家庭を訪問して、保護者

の育児、家事等の 育能 を さ るための支援

（相 支援、育児・家事援助など）を行う事業です。 

育支援家庭が している中、 した支援を

行います。 

健康づくり  

福祉  

44 
要保護児童対 地域

会事業 

児童 をはじめとする要保護児童の早期発

や適 な保護、 びに要保護児童及びその家

の適 な支援を るため、 会 機関との

と支援の についての を行います。 

要支援・要保護児童の により、さらに関 機

関との連携が 要となっており、 者会 など定

的に を行います。 

福祉  

45 教育の  

教育 会と連携して、 学園・

学園で ス を実施するとともに、 学校に

を め、 の発 や ン ーを

しています。 

後も 、学校・地域と連携し 発活

動を して ります。 

生 学習  
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な  
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資  

 

 

内  

  内   

46 児童  
子育てに う 的 を するため、支援法に

基づく児童 を支 します。 
福祉  

47 保育 事業 

の幼児教育・保育の により、 児

の保育所 所の児童及び幼 園児の保育 を

とします。 

また、認可 保育施設等の 用についても、 の

の で助 します。 

福祉  

学校教育  

48 
多子 保育

事業 

保護者の 的 を するため、現 、第

子 は全員保育 を しており、 後も

して事業実施を行います。 

福祉  

49 事業 

の幼児教育・保育の により、 児

の保育所 所児童及び幼 園児の が所

で行われたことに い、 しない児童につい

ても、 単 で しました。 

後も 育の を り、 事業を行います。 

福祉  

学校教育  

50 学 付事業 

付条 を全て たした に対して、 子で

業期 の 付を行います。 

現 、 学生が にあるため、 学

の 等に め、事業の を ります。 

学校教育  
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  内   

51 
子どもは く 医

助 事業 

18 に達する 後の の 月 31 までの子

どもが、病気やけがで通院や 院をした場合、その

保 診 に る自 を助 します。通院につ

いては から、 院については から あ

たり 600 の自 が必要になります。 

助適用 となる、中学生 業後の子どもや所

過者に対する助 は、 単 事業として行

っています。 

福祉  

52 
よし 育児用

助 事業 

の乳児を 育している に、 の

等において した育児用 について助

します。乳児 につ り 20,000 の助

とします。 

福祉  

53 
よし すくすく家

庭保育応援 事業 

か月 年 までの乳児を で育

児している保護者（ 母 は 母）に応援 を

支 します。支 は、 月、12 月、 月にそれ れの

月 までを支 います。 

福祉  

54 
児童  

 

母の 等で は母のいない児童や 親の

いない児童など 母と生 をともにしていない児童を

護・ 育している に支 します。受 者に

は、年 （ 月の 11 ） が支 されます。

の支 については、 護・ 育している児童

及び所 により、全 支 と一 支 があります。

にて、 規認定・ ・ ・ 等の

を受け付け、 合 達し、 査

の 、認定者には 等の 付を行っています。 

後も 、 と連携を りなが

ら、受 者が適 な支援を受けられるよう めます。 

福祉  

55 

とり親家庭等医

助  

 

18 に達する 後の の 月 31 までの

にある児童がいる であって、児童 を受

で る所 である とり親家庭の を対象に、

保 診 の自 の一 を助 します。 院

については全 助 （ 事 を く）、通院は児

童の が対象で、 と 1,000 の自

が必要となります。 

福祉  

56 
とくしま 育児応

援 ー ン事業 

から のお子さ を で育児している保護

者（ 母 は 母）に子育て支援 ー ス 用

の支 いに る 15,000 の ー ン を 付し

ます。 

現 、 用で る子育て支援 ー スが られて

いるため、 用で る ー スの を ります。 

福祉  
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 事 育  
 

な 育 ー 保育  
 

 

61.9 36.0

 

 

 

 

  
内  

  内   

57 一時保育 

児童福祉法第 24 条の保育の実施の対象とならな

い就学 児童であって、保護者の 病・ 院・ 害・

事 ・育児等に う 的・ 体的 の 等に

より緊急・一時的に保育が必要となる児童を保育所

で保育する事業です。 

年 とに 用者 に らつ があるため を広

く し、緊急・一時的な保育を必要とする保護者の

の を ります。 

福祉  

58 子育て 期支援 

ショー ス 事業 

保護者が 病等の社会的な事 によって家庭に

おける児童の 育が一時的に になった場合や

母子が の により、緊急一時的に保護を必要と

する場合等に 育園や 乳児院にお

いて一時的に 育 は保護を実施します。 

ス 事業 

保護者が 事等の事 により が 常的に

にわたる場合や に不 の場合等で、児童に

対する生活指導や家事の 等で を生じている

場合に、その児童を 育園等において、生活指

導、 事の提供等を行います。 

就労 の多様 に対応する として を

るとともに、受 れ体 の整 を ります。 

福祉  
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  内   

59 
地域子育て支援 ン

ー事業 

かも保育所及び のり乳児園では、子育て中の

親子の の場の提供と の を るため、園

庭を しています。また、子育てに関する や

相 について、月 から まで と 訪者

の相 に応じるとともに、地域の子育て関連 の

提供等も行っています。 

また、児童発達支援 ン ーす のこにて、子育

て支援事業を行っており、 よし の乳幼児も

用しています。 

地 での施設の設置の要望等もあり、地域の

実 に応じながら、家庭で保育している保護者に

感を ないよう、不安や を するとともに

保護者 の を することにも な 目を

たしていることから、 後も して実施します。 

福祉  

60 病児・病後児保育 

子どもが病気の 期 は 期には らない

が、 院治 を必要と ず、 の症状の急 が認

められない場合で、他の子どもさ との 生活が

な時期に、 家庭の 合( 事、 、

など)で自 で看病で ないと 、保護者の にか

わって、一時的に預かるとこ です。現 、 と

同で健生 診 所 「病児保育室こあら」にて

実施しています。 

福祉  
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事 育  
 

 

61.3 47.3

 

51.8 3.3  

 

 

 

 
内  

  内   

61 
病児・病後児保育 

 

子どもが病気の 期 は 期には らない

が、 院治 を必要と ず、 の症状の急 が認

められない場合で、他の子どもさ との 生活が

な時期に、 家庭の 合( 事、 、

など)で自 で看病で ないと 、保護者の にか

わって、一時的に預かるとこ です。現 、 と

同で健生 診 所 「病児保育室こあら」にて

実施しています。 

福祉  

62 校  

の 学生を対象として、 に で

し、様 な学習をするという 意義な過 し を提

しています。 

生 学習  

63 
ミ ー・ ー ・

ン ー  

ミ ー・ ー ・ ン ーは、「援助を受けたい

」と「援助を行いたい 」がお互いに助け合う会員

で、子育て中の家 が安 して、子育てと 事

の がで るような相互援助活動を行うものです。 

よし ミ ー・ ー ・ ン ーでは、子

育て の を める 習会を年 8 、子育て家

庭との を める 会を年 3 していま

す。 

福祉  
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・ 後 ども ン  
 

 

27 6

 

 

 

 

 

 

 

内  

  内   

64 
後子供教室

 

学校の保護者・ 地 の の ン アによ

る安全 員が、 後の 教室を 用して、子ども

た が安 して安全に過 すことので る を提供し

ます。 

現 、 学校、 学校で、地域の ン

アの が 師となり、児童に びや 、学習支援

等を実施しています。 

また、 ン アの ・ や学校と教室 用等

の を行い、学校や地域 体と連携を りながら、子

どもた の安 ・安全な 場所づくりに めます。 

生 学習  

65 
後児童健全育

事業 

保護者が労 等により、 家庭にいない 学校

年生から 学校 年生までの児童の健全育 を りま

す。現 、 児童 、 児童 、 児童

、 児童 の か所で実施しています。安全

な 後児童の 場所づくりに めます。 

福祉  

66 
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 育 育  
 
 

育  
 

 

 

アンケー 調査によると、広 や の ー ペー による子育て支援関 の提供の 用

意 が く、 後も 要の が まれます。 

 

 

 

 

 

内  

  内   

67 
子育て支援 の提

供  

子育てに関する を の ー ペー 等の広

体を 用して、子育て中の保護者に提供しま

す。 

よし 子育てガ （ 31 年 月 発行）

の ー ペー や、 支援 の子育て

支援コン ン の 発等を通じて 提供を通し

て、事業・ の 及 を ります。 

福祉  

68 
ミ ー・ ー ・

ン ー  

ミ ー・ ー ・ ン ーは、「援助を受けたい

」と「援助を行いたい 」がお互いに助け合う会員

で、子育て中の家 が安 して、子育てと 事

の がで るような相互援助活動を行うものです。 

よし ミ ー・ ー ・ ン ーでは、子

育て の を める 習会を年 8 、子育て家

庭との を める 会を年 3 していま

す。 

福祉  
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保育サー  
 

 

 

 

 

 

 

 

内  

  内   

69 
一時保育 

 

児童福祉法第 24 条の保育の実施の対象とならな

い就学 児童であって、保護者の 病・ 院・ 害・

事 ・育児等に う 的・ 体的 の 等に

より緊急・一時的に保育が必要となる児童を保育所

で保育する事業です。 

年 とに 用者 に らつ があるため を広

く し、緊急・一時的な保育を必要とする保護者の

の を ります。 

福祉  

70 
子育て 期支援 

 

ショー ス 事業 

保護者が 病等の社会的な事 によって家庭に

おける児童の 育が一時的に になった場合や

母子が の により、緊急一時的に保護を必要と

する場合等に 育園や 乳児院にお

いて一時的に 育 は保護を実施します。 

ス 事業 

保護者が 事等の事 により が 常的に

にわたる場合や に不 の場合等で、児童に

対する生活指導や家事の 等で を生じている

場合に、その児童を 育園等において、生活指

導、 事の提供等を行います。 

就労 の多様 に対応する として を

るとともに、受 れ体 の整 を ります。 

福祉  
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  内   

71 
病児・病後児保育 

 

子どもが病気の 期 は 期には らない

が、 院治 を必要と ず、 の症状の急 が認

められない場合で、他の子どもさ との 生活が

な時期に、 家庭の 合( 事、 、

など)で自 で看病で ないと 、保護者の にか

わって、一時的に預かるとこ です。現 、 と

同で健生 診 所 「病児保育室こあら」にて

実施しています。 

福祉  

72 保育所通常保育 

保護者のいずれもが 事等により家庭で保育で

ないと認められる場合に保育所において就学 児童

の保育を行います。 

低年齢児の預かりの 合が していることから、で

る り 機児童とさ ないように してい ます。 

福祉  

73 保育 

就労 の多様 等に う 保育の 用に対

応するため、 の 保育園・ のり乳児園において

後 時までの 児童の保育を行います。 

保護者の就労 の多様 により 保育を望

保護者は一定 することから、 後も し

て実施します。 

福祉  

74 等保育  

の に い、 から した幼児や、

幼児、 親が の幼児、また たな

受 れ に う乳幼児の など、 後

が まれることから、 な教育・保育等の 用

がで るように してい ます。 

福祉  
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育 ト ー  
 

 

31.8 21.3

18.8 17.4

 

 

 

 

 

 
内  

  内   

75 

地域子育て支援 ン

ー事業 

 

かも保育所及び のり乳児園では、子育て中の親

子の の場の提供と の を るため、園庭を

しています。また、子育てに関する や相 につ

いて、月 から まで と 訪者の相 に応

じるとともに、地域の子育て関連 の提供等も行って

います。 

また、児童発達支援 ン ーす のこにて、子育て支

援事業を行っており、 よし の乳幼児も 用してい

ます。 

地 での施設の設置の要望等もあり、地域の実

に応じながら、家庭で保育している保護者に 感を

ないよう、不安や を するとともに保護者

の を することにも な 目を たしていること

から、 後も して実施します。 

福祉  

76 
ミ ー・ ー ・

ン ー  

ミ ー・ ー ・ ン ーは、「援助を受けたい 」

と「援助を行いたい 」がお互いに助け合う会員

で、子育て中の家 が安 して、子育てと 事の が

で るような相互援助活動を行うものです。 

よし ミ ー・ ー ・ ン ーでは、子育て

の を める 習会を年 8 、子育て家庭との

を める 会を年 3 しています。 

福祉  
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 事業  
 

 育・保育 ども・ 育 事業 設定 
 

 

 

資

町内全域（１区域）  

 

事業の ・保 提供  

 保  方 

保

 

（ ： ） 

 

実
 

（ ：保 ） 

（ ：保 ） 

 

保  保
保 （ ）

 児童  

期  実
 

 
保

保 （ ）
 

 

実
 

児 児保  

 

児  
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 育・保育 保  
 

 

 
   

 
（保 ）  

 
 

 保  保 所  

 保  
保 所  

保  

 

育・保育 保  

 

 

 

 の事業 の み【 】 

（単位：人） 
実績 本計画期間 

H27 
年度 

H28 
年度 

H29 
年度 

H30 
年度 

R元 
年度 

R2 
年度 

R3 
年度 

R4 
年度 

R5 
年度 

R6 
年度 

①量 見込  97 100 97 93 94 100 100 100 100 100 

②
確
保
方
策 

 
保  

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

 

（ ） 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

（ ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

②－① 53 50 53 57 56 50 50 50 50 50 

 
   所（ 元年 11 ） 

確保方策 
 

量 見込 確保  

児
確保 実  
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 保 の事業 の み【 】 

（単位：人） 
実績 本計画期間 

H27 
年度 

H28 
年度 

H29 
年度 

H30 
年度 

R元 
年度 

R2 
年度 

R3 
年度 

R4 
年度 

R5 
年度 

R6 
年度 

①量 見込  268 274 265 255 258 200 200 200 200 200 

②
確
保
方
策 

 
保  

220 196 166 185 197 200 200 200 200 200 

 

（ ） 220 196 166 185 197 200 200 200 200 200 

（ ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

②－① 48 78 99 70 61 0 0 0 0 0 

 保 の事業 の み【 】  

（単位：人） 
実績 本計画期間 

H27 
年度 

H28 
年度 

H29 
年度 

H30 
年度 

R元 
年度 

R2 
年度 

R3 
年度 

R4 
年度 

R5 
年度 

R6 
年度 

①量 見込  40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 

②
確
保
方
策 

 
保  

44 43 47 35 36 50 50 50 50 50 

 

（ ） 44 43 47 35 36 50 50 50 50 50 

（ ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

②－① △4 △3 △7 15 14 0 0 0 0 0 

 保 の事業 の み【 】 ・  

（単位：人） 
実績 本計画期間 

H27 
年度 

H28 
年度 

H29 
年度 

H30 
年度 

R元 
年度 

R2 
年度 

R3 
年度 

R4 
年度 

R5 
年度 

R6 
年度 

①量 見込  176 179 190 180 180 180 180 180 180 180 

②
確
保
方
策 

 
保  

130 150 173 167 152 180 180 180 180 180 

 

（ ） 130 150 173 167 152 180 180 180 180 180 

（ ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

②－① 46 29 17 13 28 0 0 0 0 0 

 

 保 所  保 所 所（ 元年 11 ） 

確保方策 
 

（ 児） 量 見込 数
確保  

（ 児） 所 保 児童
児 保 所

児保 確保  

量 実績 保 保
保 所 確保 保

策  
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育・保育 保 

 

 

 

後 業 育児 業後 定 育・保育施設 な 保 
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 ども・ 育 事業
保  

 
 

13

 

 
 

事業 
【事業の概要】 

 

【現在の町の取り組み】 

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

 

 

保  

（単位： 所） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

②確保方策 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
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育 事業 
【事業の概要】 

 

 

【現在の町の取り組み】 

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

 

 

 

（単位：  

所） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  

（ ） 
2,708 4,505 3,062 2,848 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 

②確保方策 

（ 所） 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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妊婦健康診査 
【事業の概要】 

13

 

 

【現在の町の取り組み】 

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

 

 

（単位：人 ） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  1,251 1,213 1,014 1,228 1,200  1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

②確保方策 
実 所： （ 元年度 ：29 所） 

実 期：  
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乳児家庭全戸訪問事業 
【事業の概要】 

4

 

 

【現在の町の取り組み】 

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

4

 

 

（単位：人） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  110 111 76 112 100  100 100 100 100 100 

②確保方策 
実 ：  

実 ：保  （ 元年度 ） 
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育 訪問事業 
【事業の概要】 

 

 

【現在の町の取り組み】 

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

 

 

（単位：人） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  6 6 6 9 10 10 10 10 10 10 

②確保方策 
実 ：  

実 ：保  （ 元年度 ） 
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育 事業 ート ト ト  
【事業の概要】 

 

【現在の町の取り組み】 

事業  

 

事業  

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

 

 

事業  

（単位：人 ） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 

②
確
保
方
策 

人数 

（人 ） 
0 21 0 9 10 20 20 20 20 20 

数 

（箇所） 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

②－① △15 6 △15 △6 △5 10 10 10 10 10 

事業  

（単位：人 ） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 

②
確
保
方
策 

人数 

（人 ） 
0 0 3 0 5 10 10 10 10 10 

数 

（箇所） 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

②－① △5 △5 △2 △5 0 0 0 0 0 0 
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ファミリー・サポート・センター事業 育 事業  
【事業の概要】 

 

 

【現在の町の取り組み】 

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

 

 

（単位：人 ） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  95 95 95 95 95 100 100 100 100 100 

②確保方策 67 50 86 211 120 100 100 100 100 100 

②－① △28 △45 △9 116 25 0 0 0 0 0 
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事業 
【事業の概要】 

 

 

【現在の町の取り組み】 

在 り り保  

 

の り  

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

 

 

 

在 り り保  

（単位：人 ） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  － － － － － 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 

②
確
保
方
策 

人数 

（人 ） 
－ － － － － 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 

数 

（箇所） 
－ － － － － 4 4 4 4 4 

②－① － － － － － 0 0 0 0 0 

の り  

（単位：人 ） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  64 62 60 60 60 100 100 100 100 100 

②
確
保
方
策 

人数 

（人 ） 
101 28 21 1 104 100 100 100 100 100 

数 

（箇所） 
1 1 1 1 1      

②－① △37 34 39 59 △44 0 0 0 0 0 
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保育事業 外保育事業  
【事業の概要】 

 

 

【現在の町の取り組み】 

7 30 6 00

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

 

 

（単位：人） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  8 8 7 7 7 60 60 60 60 60 

②
確
保
方
策 

実人数 

（人） 
20 45 40 56 60 60 60 60 60 60 

数 

（箇所） 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

②－① 12 37 33 49 43 0 0 0 0 0 
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10 病児保育事業 病児・病後児保育事業  
【事業の概要】 

 

 

【現在の町の取り組み】 

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

 

 

（単位：人 ） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①量 見込  106 107 104 101 101 20 20 20 20 20 

②
確
保
方
策 

児

児

 

人数 

（人 ） 
0 2 20 5 10 20 20 20 20 20 

数 

（箇所） 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

児

 
人数 

（人 ） 
－ － － － － － － － － － 

数 

（箇所） 
－ － － － － － － － － － 

計 

人数 

（人 ） 
0 2 20 5 10 20 20 20 20 20 

数 

（箇所） 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

②－① △106 △105 △84 △96 △91 0 0 0 0 0 
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11 後児 後児 健全育 事業  
【事業の概要】 

 

 

【現在の町の取り組み】 

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

 

 

（単位：人） 

実績 本計画期間 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

①
量
の
見
込
み 

1年生 

253 257 273 296 301 

90 110 100 90 80 

2年生 100 80 80 80 80 

3年生 80 80 60 80 80 

4年生 

111 109 109 107 109 

80 80 60 60 80 

5年生 50 50 50 50 50 

6年生 30 30 30 30 30 

計 364 366 382 403 410 430 430 380 390 400 

②
確
保
方
策 

登録児童数 

（人） 
249 255 283 306 295 450 450 450 450 450 

箇所数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

②－① △115 △111 △99 △97 △115 20 20 70 60 50 
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12 行 事業 
【事業の概要】 

 

 

【現在の町の取り組み】 

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 

 

 
 

13 な が こ 事業 
【事業の概要】 

 

 

【現在の町の取り組み】 

 

 

【今後の提供体制・確保方策】 
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 ・ 後 ども ン 行  
 
 

30

 

 
 

後児 後 達 事
業  

 
 

 

後児 後 な は 施
な  

 

 

 

後児 後
な  

 

 

 

後児 後 施 育 な
 

 

 

 

な 児  
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後児  
 

 

 

後児 が 後児 い  
 

 

 

後児 後児 育
い  

 

 

 

後児童 の とは 児童が 後児童支援員の助けを りながら、基 的な生活習

や 年齢児童等との わり等を通じた社会性の習 、発達 に応じた主体的な びや生活がで

る「 びの場」「生活の場」として、子どもの主体性を し、子どもの健全な育 を る 。 
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 ども・ 育 設  
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【 行】 

保育 
保護者の就労等により保育が必要な場合に、幼 園で 園時 後や 期 業時に子どもを預

かる事業。（子ども・子育て支援法に基づく法定事業の一つ。） 

 

育児 業 
育児・ 護 業法に基づ 、 いている が子どもが に達するまで（一定の事 がある場合、

子が に達するまで）の に、 業を することがで る 。 

 

事業 
家庭において保育を受けることが一時的に となった乳幼児について、主として に、保

育所、幼 園、認定こども園、地域子育て支援拠 その他の場所で一時的に預かり、必要な保護

を行う事業。（子ども・子育て支援法に基づく法定事業の一つ。） 

 

保育事業 
保育園の保育時 は、児童福祉施設 低基 は 時 が ですが、保護者の就労時

やその他の状況を して、保育所における通常の 所時 を て保育を実施する事業。（子

ども・子育て支援法に基づく法定事業の一つ。） 

 

【 行】 
家庭 保育事業 
保育者の 等において、 の子どもを対象に保育を行う事業。（地域型保育事業の一

つ。） 

 

育・保育  
子ども・子育て支援法により、 子ども・子育て支援事業 において、地 的条 や

、 通事 その他の社会的条 及び教育・保育施設の整 状況等を 合的に して定め

なけれ ならないとされている地域。 

 

育 事業 
保護者の 病や 事等により、家庭において子どもを 育して行くことが一時的に な場合

に 用で る事業。 期 所生活援助（ショー ス ）事業及び 護等（ ス ）

事業がある。（子ども・子育て支援法に基づく法定事業の一つ。） 
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ども・ 育  
保護者が子育てについての第一義的 を するという基 的認 の に、幼児期の学校教

育・保育、地域の子ども・子育て支援を 合的に することを目的として、 24年 8月に 定

された の法 のこと。 

子ども・子育て支援法 

認定こども園法の一 改正法 

児童福祉法の一 改正等関 法 の整 法 

 

ども・ 育  
24年 月に 定された子ども・子育て関連 法に基づく のこと。 では、こども・子

育て家庭等を対象に、幼 期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援の ・ の を

る。 

 

【 行】 
育  

急 な 子 の 行や過程・地域を り く の を ま て、 の育 に関する

、地 体、事業主及び の 務を らかにするとともに、必要な を定めることを

目的として、 15年に 定された法 。 

 

児  
児童に健全な びを て、その健康を し、 を かにすることを目的として設置された

型の児童 生施設。 

 

児  
保護者等により 18 に たない子どもに られる、子どもの や 体を つけたり、健全な

や発育を なったりする行 。児童 の 等に関する法 では、「 体的 」「性的

」「 （育児 ）」「 的 」の 類型に 類されている。 

 

児  
児童福祉法に基づ 、 に設けられた児童福祉の専 機関。子どもに関する家庭等

からの 相 に応じるとともに、子ども、保護者、関 者に対し指導、 置 の援助を行う。 

 

児  
児童 法に基づ 、家庭における生活の安定に するとともに、 の社会を う児童の

健やかな に することを目的として、児童を 育している に支 される 。 
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障がい児保育 
子どもの発達過程や障がいの状 に応じた保育がで るように し、家庭や関 機関との連

携を にするとともに、必要に応じて専 機関からの助 を受ける 適 な対応を行うことを目

的とする保育。 

 

保育事業 
6 19 までの子どもを対象に、家庭的保育に い 気のもと、 め かな保育を行う事

業。（地域型保育事業の一つ。） 

 

育 
様 な を通じて「 」に関する と「 」を する を習 し、健全な 生活を実 す

ることがで る を育てること。 

 

【 行】 
保育事業 

教育・保育施設（ 20 ）より の単位で、 の子どもを預かる事業のことで、

家庭的保育事業、 規 保育事業、 訪問型保育事業、事業所 保育事業の 事業がある。 

 

ども・ 育 事業 
子ども・子育て支援法に規定された、 育児家庭をはじめとする地域の子ども・子育て支援の

実を るための事業。 用者支援事業 13事業が、法定事業として位置づけられている。 

 

育 事業 
乳幼児やその保護者が相互の を行う場所を 設し、子育てについての相 、 の提供、

助 その他の援助を行う事業。（子ども・子育て支援法に基づく法定事業の一つ。） 

 

定 育・保育施設 
施設型 付 の支 に る施設として、子ども・子育て支援法に基づく の 認を受け

た教育・保育施設。施設の 類として、幼 園、保育所、認定こども園がある。 

 

育 
障がいのある幼児・生 の自 や社会 に けた主体的な を支援するという に

、幼児・児童・生 一 とりの教育的ニー を し、その持てる を め、生活や学習 の

を改 は するため、適 な指導及び必要な支援を行うことを目的とする教育。  
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【な行】 
乳児家庭全戸訪問事業 
乳児家庭全戸訪問事業は、医学的にも乳児期早期は母親が育児不安を強く感じるため、生後

4 か月までの乳児のいる全ての家庭を対象に、保健師・助産師が訪問指導を行う事業。（子ども・

子育て支援法に基づく法定事業の一つ。） 

 

妊婦健康診査事業 
妊婦に対して健康診査を実施する事業は、母子保健法第 13 条で、自治体が必要に応じて妊

産婦に対して健康診査を行うことを規定されていることを根拠に実施している事業。（子ども・子育

て支援法に基づく法定事業の一つ。） 

 

認可外保育施設 
保育所等と同様の業務を目的とする施設であって、保育所等の認可を受けていない施設。 

 

認定こども園 
保護者の就労状況にかかわらず、教育と保育を一体的に提供する施設。認定こども園法の改

正により、幼保連携型認定こども園は、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一

の施設となった。 

 

【は行】 
発達障がい 
主に比較的低年齢において発達の過程で現れ始める行動やコミュニケーション、社会適応の

問題を主とする障がい。発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性

発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状

が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されている。 

 

病児・病後児保育事業 
地域の児童が発熱等で急に病気になった場合、病院・保育園等に付設された専用スペース等

において、看護師等が一時的に保育する事業及び保育中に体調不良となった児童を保育園の

医務室等で看護師等が緊急的な対応等を行う事業。（子ども・子育て支援法に基づく法定事業の

一つ。） 

 

ファミリー・サポート・センター事業 
児童の預かり等の援助を希望する者（依頼会員）と、援助を行うことを希望する者（提供会員）と

の相互援助活動に関する連絡・調整を実施する事業。（子ども・子育て支援法に基づく法定事業

の一つ。）  
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保育  
保護者の を受けた が、 の定める基 に基づ 、保育の必要性を認定したう で

付を支 する 。 

 

保育  
保護者の就労等により保育が必要な場合に、認可を受けた施設で子どもを預かり、乳幼児期か

らの健全な の発達を ることを目的として 護と教育が一体となった保育を提供する施設。 

 

保育 児  
保育の必要性を たし、 の保育所の 所 をしたにもかかわらず、保育所 の

所がで ない児童。 

 

後児 保育  
保護者が就労等により 家庭にいない 学校に就学している児童に対し、 業の 後に

児童 、 学校の 教室等を 用して適 な び及び生活の場を 、健全な育 を る事

業。（子ども・子育て支援法に基づく法定事業の一つ。） 

 

【 行】 
園 
学校 の学習や生活の基 を るため、子どもを預かり、就学 の教育を提供する施設。 

 

保 児  
を受けている子どもや様 な問題を ている要保護児童もしくは要支援児童及びその

保護者 は 定妊婦の早期発 や適 な保護等を るため、地域の関 機関が子ども等に関

する 等を し、連携と により適 な支援を行うために設置する機関。 

 

育 訪問事業 
育支援が に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の 育能 を さ るため

の支援（相 支援、育児・家事援助 ）を行う事業。（子ども・子育て支援法に基づく法定事業

の一つ。） 

 

【 行】 
事業 

子ども・子育て支援に る 提供、 用希望に基づく相 について、子ども は子どもの保

護者が な場所で必要な時に支援が受けられる事業。（子ども・子育て支援法に基づく法定事

業の一つ。） 

 




